
 

主な業務の執行状況 

 件名 執行状況・経緯 内容 

１ 運営委員及び役員

等に関わる事項 

・10月 3日付 理事長及び監事を経済産業大臣が任命 

・10月 3日付 運営委員及び理事を理事長が経済産業大臣の認可

を受けて任命 

 

・10月 3日付けで、理事長（新任）及び監事（再任）を経済産業大臣が任命。 

・10月 3日付けで、運営委員 8名（再任 5名、新任 3名）、理事 4名（再任 4名）を理事長が

経済産業大臣の認可を受けて任命。 

２ 

 

日本原燃への使用

済燃料再処理役務

等の委託に関わる

事項 

① 契約履行 

・9月 10日 廃棄物貯蔵管理状況（再処理）の現地確認 

 

 

 

・12月 3日 品質保証活動について日本原燃から聴取 

 

 

・再処理廃棄物（チャンネルボックス、バーナブルポイズン、ハル・エンドピース）を対象に、

貯蔵管理状況の現地確認を実施。現場確認を実施するとともに、日々の貯蔵管理や定期的な

検査等が適切に実施されていることを検査記録や日誌にて確認。 

 

・日本原燃から、以下の取組み等について確認。 

- 9月 16日 再処理施設、廃棄物管理施設、ＭＯＸ燃料加工施設の保安規定が認可。 

・機構としては、引き続き、日本原燃の保安規定違反の再発防止対策を含む改善活動の取組状

況を確認するとともに、確実な実施を促していく。 

 

② 事業変更許可補正申請に係る取組み確認 

・12月 4日 再処理施設等の今後の審査対応の見通し等について

日本原燃から聴取 

 

 

・日本原燃から、以下の取組み等について確認し、しゅん工に向けた許認可への対応や工事の

計画的な実施に加え、保守管理の強化や技術力の向上等、安全・安定操業に向けた取組みに

ついても計画的に進めていくよう促した。 

- 8月 31日、9月 14 日、10月 20日、11月 9日、12月 3日の審査会合にて、再処理施設の設

計及び工事の計画の認可、使用前事業者検査に関する対応状況等について説明を実施。 

- 8月 31日の審査会合にて、8月 24日に提出した核燃料物質加工事業変更許可申請書（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設）の一部補正に関する説明を実施。 

- 9月 18日に上記申請書の一部補正を原子力規制委員会に提出。 

- 10月 7日の原子力規制委員会にて、上記申請書に関する審査書案を了承。 

・機構としては、原子力規制委員会への対応状況を注視していくとともに、都度、しゅん工に

向けたスケジュールや取組みを工程管理の一環として確認していく。 

 

３ 2020事業年度第2四

半期収入・支出の報

告に関わる事項 

 

・10月 23日 2020事業年度第 2四半期の収入・支出を経済産業大

臣へ報告 

・財務会計省令第 13条に基づき、第 2四半期の収入・支出について、合計残高試算表により経

済産業大臣へ報告。 

 

４ 対外対応等に関わ

る事項 

 

・10月 2日 理事長人事に関する対応 

・10月 2日 運営委員及び役員の体制に関する対応 

 

・10月 7日 青森県議会原子力・エネルギー対策特別委員会への

対応 

 

 

・11月 2日 青森県原子力政策懇話会への対応 

 

 

・11月 24日 理事長インタビュー記事掲載 

・10月 3日付理事長人事並びに運営委員及び役員の体制について、ホームページにてお知らせ。 

 

 

・資源エネルギー庁、原子力規制庁、県内事業者（日本原燃、東北電力、リサイクル燃料貯蔵、

電源開発、東京電力ＨＤ）、機構等が出席し、事業者から新規制基準適合性審査の状況等につ

いて説明。 

 

・資源エネルギー庁、内閣府、原子力規制庁、県内事業者、機構等が出席し、事業者から新規制

基準適合性審査の状況等について説明。 

 

・東奥日報から、就任にあたっての抱負などについて理事長がインタビューを受け、11月 24日

に記事が掲載。 

 

 


